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は じ め に 

 

令和４年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化、国際情勢の

緊迫化、原油・原材料価格や物価の高騰及び部材の調達難などの影響を受け、先行き不

透明な状況となっております。 

とりわけ、中小企業・小規模事業者は、極めて深刻な状況に直面しており、自然災害

の多発や深刻な人手不足、事業承継、働き方改革への対応など多くの経営課題も山積み

となっております。 

そのような中、本会では、県内中小企業における労働事情を的確に把握するため、毎

年度、関係組合及び調査対象事業所の皆様の御協力のもと「中小企業労働事情実態調査」

を実施しております。 

今回の調査（令和４年７月１日時点）では、毎年度時系列的に把握すべき基本項目に

加え、「育児・介護休業制度」や「人材育成と教育訓練」、「原材料費、人件費アップ等に

対する販売価格への転嫁」についても調査を行い、その実態を取りまとめました。 

その結果を見ますと、経営状況は「悪い」との回答が前年度より減少したものの、い

まだ高い水準を維持している一方、賃金改定の実施状況は「引き上げた」との回答が前

年度を上回っている状況です。 

また、原材料費、人件費アップ等に対する販売価格への転嫁では、「価格引上げ(転嫁)

に成功した」との回答が２割程度であり、県内中小企業において価格転嫁が進んでいな

い状況となっております。 

本報告書が、県内中小企業の労働事情の現状把握と労働環境の改善に少しでもお役に

立てれば幸いです。 

最後に、本調査の実施に御協力いただきました関係組合及び調査対象事業所の皆様方

に厚くお礼申し上げます。 

 

令和４年１２月 

 

 

宮崎県中小企業団体中央会 
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II  調調査査のの概概要要  

１１  調調査査のの目目的的  

本調査は、宮崎県内の中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な労働対策の策定並びに  

時宜を得た中央会の雇用・労働対策事業の推進に資することを目的とする。 

 

２２  調調査査実実施施方方法法  

(1)  調査方法 

郵送調査(各都道府県中央会による全国一斉調査) 

 

(2) 調査時点 

令和４年７月１日現在 

 

(3) 調査対象の選定 

対象業種は、製造業９業種、非製造業６業種の計１５業種(※) 

規模別には、それぞれ従業員数に応じ１～９人、10～29人、30～99人、100～300人の４段階に

分類し、宮崎県内の中小企業を任意に抽出して調査対象とした。 

※製造業・・・食料品、繊維工業、木材・木製品、印刷・同関連、窯業・土石製品、化学工業 

金属・同製品、機械器具、その他 

 非製造業・・・情報通信業、運輸業、建設業、卸売業、小売業、サービス業 

 

(4) 調査対象事業所数 

800事業所(製造業 320業所、非製造業 480事業所) 

 

(5) 調査内容(調査票は、巻末に掲載) 

① 従業員について 

② 経営について 

③ 従業員の労働時間について 

④ 従業員の有給休暇について 

⑤ 従業員の採用について 

⑥ 育児・介護休業制度について 

⑦ 人材育成と教育訓練について 

⑧ 原材料費、人件費アップ等に対する販売価格への転嫁について 

⑨ 賃金改定について 

⑩ 労働組合の有無について 

 

(6) 備考 

① この調査は、回答企業が任意抽出による調査のため、厳密な時系列の比較はできない。 

② 調査項目によっては、複数回答となっている項目があるため、百分率の計算が100％にならな

いものがある。 

③ 百分率の計算時に、小数点以下２桁を四捨五入しているため、合計が100％にならないものが

ある。 
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ⅡⅡ  調調査査結結果果ののポポイインントト  

１１  経経営営状状況況  

現在の経営状況を「良い」と回答した事業所は 14.1％で、前年度の 15.9％と比べて 1.8ポイント

減少している。 

また、過去 10年間の推移をみると、「悪い」は平成 25年度以降減少傾向であったが、平成 27年度

の増加を経て再び減少に転じ、令和 2年度は大幅に増加、令和 3年度以降は減少傾向となっている。

「良い」については平成 25年度以降増加傾向であったが、平成 27年度に減少、その後はほぼ横ばい

の状況となっていたが、令和 2年度は 10％以下に減少、令和 3年度は再び 15％台となり、今年度は

減少している。 

 

 

２２  主主要要事事業業のの今今後後のの方方針針  

現在行っている主要事業の今後の方針については、「現状維持」が69.9％と最も高く、前年度

(73.8％)より3.9ポイント減少している。 

また、過去10年間の推移をみると、「現状維持」が70％前後の水準で推移しており、「強化拡大」が

平成26年度の増加以降は20％台の水準で推移している。 

 

 

３３  経経営営上上のの障障害害  

「人材不足(質の不足)」が55.4％と最も高く、次いで「光熱費・原材料・仕入品の高騰」の51.9％ 

となっている。業種別で比較すると、製造業は「光熱費・原材料・仕入品の高騰」が72.4％と最も 

高く、次いで「人材不足(質の不足)」の45.7％となっているのに対し、非製造業は「人材不足(質の不足)」

が59.6％と最も高く、次いで「労働力不足(量の不足)」の51.9％となっている。 

 

 

４４  経経営営上上のの強強みみ  

「組織の機動力・柔軟性」が38.8％と最も高く、次いで「技術力・製品開発力」の33.0％となっ 

ている。業種別で比較すると、製造業は「組織の機動力・柔軟性」が33.9％と最も高く、次いで「製品

の品質・精度の高さ」の30.6％となっているのに対し、非製造業は「組織の機動力・柔軟性」が41.0％

と最も高く、次いで「技術力・製品開発力」の37.5％となっている。 

 

 

５５  従従業業員員のの労労働働時時間間  

週所定労働時間は、「38時間以下」が13.2％、「38時間超40時間未満」が26.7％、「40時間」が49.2％

で、労働基準法で規定される「週40時間以下」の事業所は89.1％であり、前年度(89.9％)と比較する

と0.8ポイント減少している。 

また、従業員１人当たりの月平均残業時間は「10時間未満」が32.7％と最も高く、次いで「0時間」

の27.9％、「10～20時間未満」の24.3％となっている。 

 

 

６６  従従業業員員のの有有給給休休暇暇  

従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数は、「15～20日未満」の事業所が最も高く、全国

との比較でみると、全国の51.5％と比べ、本県は44.9％と6.6ポイント低い。 

また、年次有給休暇の平均取得日数は「5～10日未満」が43.9％と最も高く、次いで「10～15日未

満」の37.2％となっており、平均取得日数は9.38日で全国の8.87日を0.51日上回っている。 
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７７  従従業業員員のの採採用用  

全国は、「中途採用を行った」が47.6％と最も高く、次いで「採用計画はなし」の46.0％、「新卒 

採用を行った」の22.4％となっているのに対し、本県では「採用計画はなし」が48.7％と最も高く、

次いで「中途採用を行った」の48.0％、「新卒採用を行った」の12.7％となっている。 

令和3年度の新規学卒者の採用又は採用計画が「あった」と回答した事業所の新規学卒者の採用実績 

人数を学歴別にみると、「高校卒の技術系」が38人と最も多く、次いで「高校卒の事務系」「大学卒の 

事務系」の8人となっている。 

 

 

８８  賃賃金金改改定定  

令和4年1月1日から令和4年7月1日までの間に実施した賃金改定の状況は、「引上げた」が47.4％で、

前年度の39.3％より8.1ポイント増加している。 

また、業種別でみると、「引上げた」のは、製造業が48.8％、非製造業が46.8％となっている。 

賃金改定の決定要素については、全国、本県ともに「労働力の確保・定着」が最も高い(全国 59.2％、 

本県 64.5％)。次いで、全国は「企業の業績」の 56.4％、「世間相場」の 24.4％となっているのに対

し、本県は「企業の業績」の 53.0％、「労使関係の安定」の 25.1％となっている。 

 

 

 ９９  育育児児・・介介護護休休業業制制度度  

雇用形態別の育児休業の取得状況については、全国、本県ともに「正社員の女性」が最も高い(全

国28.5％、本県17.2％)。次いで、「正社員の男性」(全国7.8％、本県7.3％)、「パートタイマーの

女性」(全国6.2％、本県4.3％)となっている。 

また、雇用形態別の介護休業の取得状況について、全国は、「正社員の女性」が2.8％と最も高く、

次いで「正社員の男性」の2.5％、「パートタイマーの女性」の0.9％となっているのに対し、本県で

は「正社員の男性」が3.8％と最も高く、次いで「正社員の女性」の2.4％、「パートタイマーの女性」

の0.5％となっている。 

 

 

1100  人人材材育育成成とと教教育育訓訓練練  

教育訓練の方法については、全国、本県ともに「必要に応じたＯＪＴの実行」が最も高く(全国

50.8％、本県 45.2％)、次いで、「自社内での研修会・勉強会の開催」（全国 36.9％、本県 35.5％）、

「民間の各種セミナー等への派遣」(全国 28.6％、本県 28.7％)となっている。 

また、教育訓練の内容について、全国は、「各種資格の取得」が65.4％と最も高く、次いで「職 

階(初任者、中堅社員、管理職)に応じた知識・技能」の50.2％、「新技術開発、新商品開発、研 

究」の12.1％となっているのに対し、本県では「各種資格の取得」が80.6％と最も高く、次いで 

「職階(初任者、中堅社員、管理職)に応じた知識・技能」の39.9％、「経理、財務」の8.4％となっ 

ている。 

 

 

1111  原原材材料料費費、、人人件件費費アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁  

価格転嫁の状況について、全国は、「価格引上げの交渉中」が27.9％と最も高く、次いで「価格 

  引上げ(転嫁)に成功した」の24.3％、「これから価格引上げの交渉を行う」の15.1％となっているの

に対し、本県では「価格引上げ(転嫁)に成功した」が26.6％と最も高く、次いで「対応未定」の21.5％、

「価格引上げの交渉中」の18.8％となっている。 

また、価格転嫁の内容について、全国は、「原材料分の転嫁を行った(行う予定)」が 79.9％と最も 

高く、次いで「利益確保分の転嫁を行った(行う予定)」の 24.3％、「人件費引上げ分の転嫁を行った

(行う予定)」の 23.7％となっているのに対し、本県では「原材料分の転嫁を行った(行う予定)」が

79.2％と最も高く、次いで「人件費引上げ分の転嫁を行った(行う予定)」の 38.1％、「利益確保分の

転嫁を行った(行う予定)」の 20.3％となっている。 
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ⅢⅢ  回回答答事事業業所所のの概概要要  

１１  調調査査票票のの回回収収状状況況  

調査対象800事業所のうち、有効回答数は、436事業所(製造業131事業所、非製造業305事業所)で、

回答率は54.5％となった。 

図表１ 調査回答率 

  製造業 非製造業 合計 

配布数 320 480 800 

回答数 131 305 436 

回答率 40.9% 63.5% 54.5% 

 

 

２２  回回答答事事業業所所のの内内訳訳  

    回答のあった436事業所を従業員規模別でみると、従業員が「1～9人」は214事業所（49.1％）、   

「10～29人」は140事業所(32.1％)、「30～99人」は63事業所(14.4％)、「100～300人」は19事業所(4.4％)

となっている。 

 

図表２ 回答事業所数の内訳 

 

 

　　食料品 12 5 5 3 25 5.7%

　　繊維工業 - - - - 0 0.0%

　　木材・木製品 11 12 7 2 32 7.3%

　　印刷・同関連 10 3 1 - 14 3.2%

　　窯業・土石製品 5 26 2 - 33 7.6%

　　化学工業 1 - - - 1 0.2%

　　金属・同製品 8 7 3 - 18 4.1%

　　機械器具 2 - 1 - 3 0.7%

　　その他 1 2 2 - 5 1.1%

小　　　計 50 55 21 5 131 30.0%

　　情報通信業 - - 1 - 1 0.2%

　　運輸業 2 9 7 1 19 4.4%

　　建設業 95 55 20 4 174 39.9%

　　卸売業 3 6 4 2 15 3.4%

　　小売業 24 3 1 - 28 6.4%

　　サービス業 40 12 9 7 68 15.6%

小　　　計 164 85 42 14 305 70.0%

214 140 63 19 436 100.0%

49.1% 32.1% 14.4% 4.4% 100.0%

構成比率

合　　計

構成比率

30～99人 100～300人 事業所数1～9人 10～29人

製
造
業

非
製
造
業
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ⅣⅣ  調調査査結結果果のの概概要要    

１１  従従業業員員ににつついいてて  

本県における従業員の雇用形態は、総従業員数10,097人(男性7,371人・女性2,726人)のうち、正社

員が7,814人(77.4％)で、男女別にみると、男性6,399人(86.8％)、女性1,415人(51.9％)となっている。 

また、女性は、パートタイマーが1,062人(39.0％)と正社員に次いで高い割合を示している。 

 

常用労働者数は、9,689人(１事業所当たり平均常用労働者数22.2人)で、総従業員数10,097人に占め

る割合は96.0％と全国の93.7％を上回っている。 

また、男女別では、男性73.5％(7,118人)、女性26.5％(2,571人)となっており、本県は男性の割合

が全国(69.9％)を上回っている。 
 

図表３ 従業員数(雇用形態別・全国比較)      図表４ 従業員数(雇用形態別・男女比較) 

 

図表５ 常用労働者数(全国比較・業種別比較) 

 

  

「常用労働者」とは 

事業所が直接雇用する従業員のうち、次の①②③のいずれかに該当する者。なお、パート 

タイマーであっても、①②に該当する場合は常用労働者に含む。 

① 期間を決めずに雇われている者、又は１ヵ月を超える期間を決めて雇われている者 

② 日々又は１ヵ月以内の期限を限って雇われている者のうち、５月、６月にそれぞれ18日

以上雇われた者 

③ 事業主の家族で、事業所で働いている者のうち、常時勤務して毎月給与が支払われてい

る者 

（人） （％） （人） （％） （人）A （％）

415,886 69.9% 179,279 30.1% 595,165 100.0% 634,997 93.7%

7,118 73.5% 2,571 26.5% 9,689 100.0% 10,097 96.0%

製造業 2,389 76.0% 755 24.0% 3,144 100.0% 3,297 95.4%

非製造業 4,729 72.3% 1,816 27.7% 6,545 100.0% 6,800 96.3%

全国

宮崎県

常用労働者数 総従業員数

（人）B （％）A/B
合計男性 女性
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２２  経経営営ににつついいてて  

(1) 経営状況 

現在の経営状況を「良い」と回答した事業所は14.1％で、前年度の15.9％と比べて1.8ポイント減

少、 ｢変わらない｣と回答した事業所は55.3％で、前年度の52.8％と比べて2.5ポイント増加してい

る。 

また、「悪い」と回答した事業所は30.7％で、前年度の31.3％と比べて0.6ポイント減少している。 

全国との比較でみると、全国平均を「良い」は3.1ポイント下回り、「悪い」は4.8ポイント下回

っている。 

規模別でみると、「良い」は従業員数100～300人の事業所の26.3％が最も高く、次いで30～99人

の事業所で24.6％となっている。 

業種別でみると、「良い」は製造業が18.1％、非製造業が12.3％で製造業が5.8ポイント上回って

いる。 

 

図表６ 経営状況(全国・業種別比較) 

    

図表７ 経営状況(全国・業種別比較) 

  
製造業のうち「良い」が最も高い業種

は、『その他』の50.0％、次いで『食料

品』の32.0％、『木材・木製品』の25.8％

となっている。「悪い」が最も高い業種

は『印刷・同関連業』の53.8％、次いで

『窯業・土石製品』の39.4％、『金属・

同製品』の37.5％となっている。 

非製造業について、「良い」が最も高

い業種は『卸売業』の21.4％、次いで『サ

ービス業』の14.7％、『建設業』の13.5％

となっている。「悪い」が最も高い業種

は『運輸業』の68.4％、次いで『卸売業』

の64.3％、『小売業』の59.3％となって

いる。 

 

 

 

 

事業所数 良い 変わらない 悪い

18,558 17.2% 47.3% 35.5%

427 14.1% 55.3% 30.7%

　 食料品 25 32.0% 32.0% 36.0%

   繊維工業 - - - -

   木材・木製品 31 25.8% 64.5% 9.7%

   印刷・同関連業 13 7.7% 38.5% 53.8%

   窯業・土石製品 33 3.0% 57.6% 39.4%

   金属・同製品 16 12.5% 50.0% 37.5%

   機械器具 3 - 66.7% 33.3%

   その他 6 50.0% 16.7% 33.3%

小　　計 127 18.1% 49.6% 32.3%

   情報通信業 1 - 100.0% -

   運輸業 19 - 31.6% 68.4%

   建設業 171 13.5% 64.3% 22.2%

   卸売業 14 21.4% 14.3% 64.3%

   小売業 27 3.7% 37.0% 59.3%

   サービス業 68 14.7% 64.7% 20.6%

小　　計 300 12.3% 57.7% 30.0%

宮　崎　県

全　　　国

製
造
業

非
製
造
業
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事業所数 強化拡大 現状維持 縮小 廃止 その他

18,435 30.2% 64.2% 4.4% 0.7% 0.5%

428 25.5% 69.9% 3.7% 0.7% 0.2%

　 食料品 25 28.0% 60.0% 8.0% - 4.0%

   繊維工業 - - - - - -

   木材・木製品 31 32.3% 67.7% - - -

   印刷・同関連業 13 30.8% 61.5% 7.7% -

   窯業・土石製品 32 6.3% 90.6% 3.1% - -

   化学工業 1 - 100.0% - - -

   金属・同製品 18 27.8% 72.2% - - -

   機械器具 2 50.0% 50.0% - - -

   その他 5 40.0% 60.0% - - -

小　　計 127 24.4% 71.7% 3.1% - 0.8%

   情報通信業 1 - 100.0% - - -

   運輸業 19 15.8% 84.2% - - -

   建設業 172 21.5% 73.3% 4.7% 0.6% -

   卸売業 13 69.2% 30.8% - - -

   小売業 28 17.9% 64.3% 10.7% 7.1% -

   サービス業 68 35.3% 63.2% 1.5% - -

小　　計 301 25.9% 69.1% 4.0% 1.0% -

非
製
造
業

全　　　国

宮　崎　県

製
造
業

過去 10年間の推移をみると、「悪い」は平成 25年度以降減少傾向であったが、平成 27年度の増

加を経て再び減少に転じ、令和 2年度は大幅に増加、令和 3年度以降は減少傾向となっている。 

また、「良い」については平成 25 年度以降増加傾向であったが、平成 27 年度に減少、その後は

ほぼ横ばいであったが、令和 2年度は 10％以下に減少、令和 3年度は再び 15％台となり、今年度

は減少している。 
 

図表８ 経営状況(過去10年間の推移) 

 

(2) 主要事業の今後の方針 

 

図表９ 主要事業の今後の方針(全国・業種別比較) 
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現在行っている主要事業の今後の方針については、「現状維持」が 69.9％と最も高く、前年度

(73.8％)より 3.9ポイント減少している。次いで「強化拡大」の 25.5％で前年(22.7％)より 2.8ポ

イント増加している。また、「縮小」は 3.7％で前年度(2.5％)より 1.2ポイント増加している。 

全国と比較すると、本県は「現状維持」において5.7ポイント高く(全国64.2％、本県69.9％)、業

種別でみると、「現状維持」と回答した事業所は、製造業は71.7％、非製造業は69.1％と、製造業

が高くなっている。 

製造業において「強化拡大」は『機械器具』が50.0％と最も高く、次いで『その他』の40.0％、 

『木材・木製品』の32.3％となっている。「縮小」は『食料品』が8.0％と最も高く、次いで『印刷・

同関連業』の7.7％となっている。 

また、非製造業において「強化拡大」は、『卸売業』が69.2％と最も高く、次いで『サービス業』 

の35.3％、『建設業』の21.5%となっている。「縮小」は『小売業』が10.7％と最も高く、次いで          

『建設業』の4.7％となっている。 
 

図表10 主要事業の方針(過去10年間の推移) 

   

 

過去10年間の推移をみると、「現状維持」が70％前後の水準で推移しており、「強化拡大」が平 

成26年度の増加以降は20％台の水準で推移している。 

「縮小」は平成27年度以降増加傾向であったが、平成29年度より減少に転じ、その後は5％未満の

水準で推移している。 
 
(3) 経営上の障害(３項目以内複数回答) 

 全国は、「光熱費・原材料・仕入品の高騰」が55.4％と最も高く、次いで「人材不足(質の不足)」 

の47.8％、「労働力不足(量の不足)」の35.8％となっているのに対し、本県は「人材不足(質の不足)」 

が55.4％と最も高く、次いで「光熱費・原材料・仕入品の高騰」の51.9％、「労働力不足(量の不足)」 

の46.5％となっている。 
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図表11 経営上の障害(全国比較)  

   

業種別でみると、製造業は「光熱費・原材料・仕入品の高騰」が72.4％と最も高く、次いで「人

材不足(質の不足)」の45.7％、「販売不振・受注の減少」の34.6％となっているのに対し、非製造

業は「人材不足(質の不足)」が59.6％と最も高く、次いで「労働力不足(量の不足)」の51.9％、「光

熱費・原材料・仕入品の高騰」の43.1％となっている。 

  
 

図表12 経営上の障害(業種別比較) 
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(4) 経営上の強み(３項目以内複数回答) 

 
図表13 経営上の強み(全国比較) 

   

全国は、「技術力・製品開発力」が26.9％と最も高く、次いで「顧客への納品・サービスの速さ」

の25.8％、「製品・サービスの独自性」の24.9％となっているのに対し、本県は「組織の機動力・

柔軟性」が38.8％と最も高く、次いで「技術力・製品開発力」の33.0％、「顧客への納品・サービ

スの速さ」の22.3％となっている。 

 

図表14 経営上の強み(業種別比較) 

 

業種別でみると、製造業は「組織の機動力・柔軟性」が33.9％と最も高く、次いで「製品の品質・

精度の高さ」の30.6％、「生産技術・生産管理能力」「製品・サービスの独自性」の26.6％となっ

ているのに対し、非製造業は「組織の機動力・柔軟性」が41.0％と最も高く、次いで「技術力・製

品開発力」の37.5％、「顧客への納品・サービスの速さ」の22.6％となっている。 
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３３  従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてて((パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく))  

(1) 週所定労働時間 

 本県での週所定労働時間は、「38時間以下」が13.2％、「38時間超40時間未満」が26.7％、「40

時間」が49.2％で、労働基準法で規定される「週40時間以下」の事業所は89.1％であり、前年度 

(89.9％)と比較すると0.8ポイント減少している。これを規模別でみると、「40時間以下」と回答し 

たのは、従業員が「1～9人」が82.8％、「10～29人」が94.2％、「30～99人」が95.1％、「100～300 

人」が100.0％となっている。 

業種別でみると、製造業、非製造業とも「40時間」と回答した事業所が最も多かった。「40時間 

以下」と回答したのは、製造業は91.3％、非製造業は88.2％と、製造業の方が「40時間以下」の割

合が3.1ポイント高い。 

 

図表15 従業員の週所定労働時間 

 

 

 

(2) 月平均残業時間 

 本県での従業員１人当たりの月平均残業時間は、「10時間未満」が32.7％と最も高く、次いで 

「0時間」の27.9％、「10～20時間未満」の24.3％となっている。 

業種別でみると、製造業は「10時間未満」が36.0％と最も高く、次いで「0時間」、「10～20時間 

未満」の26.4％となっている。非製造業は「10時間未満」が31.3％と最も高く、次いで「0時間」の

28.5％、「10～20時間未満」の23.4％となっている。 
 
 
  

「所定労働時間」とは 
 

就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間。 
 

現在、労働基準法で週所定労働時間40時間超44時間以下が認められているのは、10人未満の

商業・サービス業等の特例事業所のみである。 
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図表16 月平均残業時間(従業員１人当たり) 

 

 

図表17 月平均残業時間(従業員1人当たり・業種別内訳) 

 

  

４４  従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてて  

(1) 年次有給休暇の平均付与日数(前年度からの繰越分を除く、当年付与分のみ) 

従業員１人当たりの年次有給休暇の平均付与日数は、「15～20日未満」の事業所が最も高く、全 

国との比較でみると、全国の51.5％と比べ、本県は44.9％と6.6ポイント低い。 

規模別の年次有給休暇の平均付与日数をみると、従業員が「10～29人」が16.61日と最も多く、次 

いで「30～99人」の16.19日となっている。 

業種別の年次有給休暇の平均付与日数をみると、製造業が16.20日、非製造業が15.58日と非製造 

業が0.62日少ない。 

　　食料品 23 34.8% 43.5% 21.7% - - - 3.78

　　繊維工業 - - - - - - - 0.00

　　木材・木製品 32 46.9% 18.8% 18.8% 12.5% 3.1% - 7.50

　　印刷・同関連 12 41.7% 41.7% 16.7% - - - 3.08

　　窯業・土石製品 32 6.3% 53.1% 34.4% 6.3% - - 8.44

　　化学工業 1 - - - - 100.0% - 38.00

　　金属・同製品 17 11.8% 23.5% 29.4% 23.5% 11.8% - 13.12

　　機械器具 3 33.3% - 66.7% - - - 7.00

　　その他 5 - 60.0% 40.0% - - - 9.80

小計 125 26.4% 36.0% 26.4% 8.0% 3.2% - 7.72

　　情報通信業 1 - - 100.0% - - - 11.00

　　運輸業 18 - 33.3% 11.1% 5.6% 33.3% 16.7% 26.89

　　建設業 168 26.2% 38.7% 25.0% 7.7% 2.4% - 7.14

　　卸売業 14 35.7% 14.3% 21.4% 21.4% 7.1% - 11.14

　　小売業 25 52.0% 16.0% 16.0% 4.0% 8.0% 4.0% 7.48

　　サービス業 65 32.3% 21.5% 24.6% 10.8% 9.2% 1.5% 11.92

小計 291 28.5% 31.3% 23.4% 8.6% 6.5% 1.7% 9.66

製
造
業

非
製
造
業

20～30時間
未満

30～50時間
未満

50時間
以上

平均残業時間
(時間)

事業所数 0時間
10時間
未満

10～20時間
未満
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図表18 年次有給休暇の平均付与日数(従業員１人当たり) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 年次有給休暇の平均取得日数 

年次有給休暇の平均取得日数を全国との比較でみると、全国は｢5～10日未満｣の事業所が48.9％と 

最も高く、次いで｢10～15日未満｣が35.1％となっている。 

本県は｢5～10日未満｣が43.9％と最も高く、次いで「10～15日未満」が37.2％となっており、平均

取得日数は9.38日で全国の8.87日を0.51日上回っている。 

規模別でみると、「30～99人(9.90日)」が最も多く、最も少ない「100～300人(8.39日)」より1.51 

日多い。業種別でみると、製造業は9.65日、非製造業は9.26日と非製造業が0.39日少ない。 
 

図表19 年次有給休暇の平均取得日数(従業員１人当たり) 
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５５  従従業業員員のの採採用用ににつついいてて  

(1) 令和3年度の新規学卒者の採用 

令和3年度に新規学卒者の採用を「行った」と回答した事業者は12.7％、「行わなかった」と回答 

した事業者は87.3％となった。 

規模別でみると、事業所の規模が大きくなるほど「行った」と回答した割合が高い。 

業種別でみると、製造業、非製造業ともに「行わなかった」と回答した割合が80％を超えている。 

          

 

 

(2) 令和3年度の新規学卒者の採用予定と実績 

令和3年度の新規学卒者の採用又は採用計画が「あった」と回答した事業所の新規学卒者の採用実

績人数を学歴別にみると、「高校卒の技術系」が38人と最も多く、次いで「高校卒の事務系」「大

学卒の事務系」の8人となっている。 

また、「専門学校卒の技術系」は7人、「大学卒の技術系」は4人、「専門学校卒の事務系」は      

2人、「短大(含高専)卒の技術系」は1人となっている。 
  
図表 22 令和 3年度の新規学卒者の採用予定と実績(技術系) 

 

 

 

図表 20 令和 3年度の新規学卒者の採用 (県内) 図表 21 令和 3年度の新規学卒者の採用の有無 

事業所数 行った 行わなかった

　全　国 18,496 22.4% 77.6%

　宮崎県 425 12.7% 87.3%

　従業員1～9人 207 4.3% 95.7%

　　　　10～29人 137 12.4% 87.6%

　　　　30～99人 62 25.8% 74.2%

　　　　100～300人 19 63.2% 36.8%

　製造業 127 11.8% 88.2%

　非製造業 298 13.1% 86.9%

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

　全　国 1,488 3,608 2,675 74.1 501 810 715 88.3 127 172 154 89.5 807 1,825 1,521 83.3

　宮崎県 21 53 38 71.7 6 8 7 87.5 1 1 1 100.0 4 5 4 80.0

　従業員1～9人 2 2 2 100.0 1 1 1 100.0 - - - - - - - -

　　　　10～29人 6 7 7 100.0 2 2 2 100.0 1 1 1 100.0 2 2 2 100.0

　　　　30～99人 8 27 21 77.8 1 1 1 100.0 - - - - 2 3 2 66.7

　　　　100～300人 5 17 8 47.1 2 4 3 75.0 - - - - - - - -

　製造業 10 25 15 60.0 1 1 1 100.0 - - - - 2 3 2 66.7

　非製造業 11 28 23 82.1 5 7 6 85.7 1 1 1 100.0 2 2 2 100.0

専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒高校卒
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図表23 令和3年度の新規学卒者の採用予定と実績(事務系) 

 

(3) 令和3年度の新規学卒者の初任給 

① 高校卒 

     高校卒業者の平均初任給(単純平均)は、技術系170,049円、事務系166,938円で、技術系の方が 

3,111円高くなっている。 

② 専門学校卒 

   専門学校卒業者の平均初任給(単純平均)は、技術系184,383円、事務系175,000円で、技術系の 

方が9,383円高くなっている。 

③ 短大(含高専)卒 

短大(含高専)卒業者の平均初任給(単純平均)は、事務系172,000円となっている。なお、技術系 

は採用がなかった。 

④ 大学卒 

   大学卒業者の平均初任給(単純平均)は、技術系181,750円、事務系208,180円で、事務系の方が 

26,430円高くなっている。 

⑤ 全国との比較 

技術系の大学卒における「10～29人」の事業所規模で平均初任給(単純平均)161,000円であり、

全国平均の78.9％と最も格差が大きかった。 
 

図表 24 令和 3年度の新規学卒者の初任給 技術系(単純平均) 

 

 

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

事業所数
採用計画
人数(人)

採用実績
人数(人)

充足率
（％）

　全　国 368 711 596 83.8 125 185 174 94.1 59 87 81 93.1 441 1,015 899 88.6

　宮崎県 8 10 8 80.0 2 2 2 100.0 - - - - 5 8 8 100.0

　従業員1～9人 - - - - - - - - - - - - 1 1 1 100.0

　　　　10～29人 1 1 1 100.0 1 1 1 100.0 - - - - - - - -

　　　　30～99人 5 7 5 71.4 - - - - - - - - - - - -

　　　　100～300人 2 2 2 100.0 1 1 1 100.0 - - - - 4 7 7 100.0

　製造業 2 2 2 100.0 1 1 1 100.0 - - - - 3 5 5 100.0

　非製造業 6 8 6 75.0 1 1 1 100.0 - - - - 2 3 3 100.0

高校卒 専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒

事業所数
初任給
（円）

格差
（％）

事業所数
初任給
（円）

格差
（％）

事業所数
初任給
（円）

格差
（％）

事業所数
初任給
（円）

格差
（％）

　全　国 1,488 174,927 100.0 501 185,573 100.0 127 182,237 100.0 807 203,354 100.0

　宮崎県 21 170,049 97.2 6 184,383 99.4 1 172,000 94.4 4 181,750 89.4

　従業員1～9人 2 215,000 117.7 1 185,000 102.4 - - - - - -

　　　　10～29人 6 160,988 89.8 2 213,000 115.2 1 172,000 96.9 2 161,000 78.9

　　　　30～99人 8 171,350 98.5 1 155,300 82.7 - - - 2 202,500 99.5

　　　　100～300人 5 160,860 93.8 2 170,000 92.3 - - - - - -

　製造業 10 176,862 103.9 1 182,000 100.7 - - - 2 165,000 82.0

　非製造業 11 163,855 90.9 5 184,860 97.5 1 172,000 93.6 2 198,500 96.5

高校卒 専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒



－ 16 －

  

- 13 - 

事業所数 行った 行わなかった

　全　国 18,496 47.6% 52.4%

　宮崎県 425 48.0% 52.0%

　従業員1～9人 207 31.4% 68.6%

　　　　10～29人 137 54.7% 45.3%

　　　　30～99人 62 75.8% 24.2%

　　　　100～300人 19 89.5% 10.5%

　製造業 127 52.0% 48.0%

　非製造業 298 46.3% 53.7%

図表 25 令和 3年度の新規学卒者の初任給 事務系(単純平均) 

 

(4) 令和 3年度の中途採用 

令和3年度に中途採用を「行った」と回答した事業者は48.0％、「行わなかった」と回答した事業 

者は52.0％となった。 

規模別でみると、事業所の規模が大きくなるほど「行った」と回答した割合が高い。 

業種別でみると、製造業、非製造業ともに「行った」と回答した割合が50％前後となっている。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 令和 3年度の中途採用者の初回支給額 

① 高校卒 

     高校卒業者の平均初回支給額(単純平均)は、技術系206,081円、事務系185,524円で、技術系の 

方が20,557円高くなっている。 

② 専門学校卒 

   専門学校卒業者の平均初回支給額(単純平均)は、技術系210,775円、事務系144,593円で、技術 

系の方が66,182円高くなっている。 

③ 短大(含高専)卒 

短大(含高専)卒業者の平均初回支給額(単純平均)は、技術系230,750円、事務系146,000円で、 

技術系の方が84,750円高くなっている。 

④ 大学卒 

   大学卒業者の平均初回支給額(単純平均)は、技術系287,261円、事務系212,252円で、技術系の 

方が75,009円高くなっている。 

⑤ 全国との比較 

事務系の専門学校卒における「30～99人」の事業所規模で平均初回支給額(単純平均)122,780

円であり、全国平均の 58.8％と最も格差が大きかった。 

事業所数
初任給

（円）

格差

（％）
事業所数

初任給

（円）

格差

（％）
事業所数

初任給

（円）

格差

（％）
事業所数

初任給

（円）

格差

（％）

　全　国 368 167,934 100.0 125 181,847 100.0 59 182,269 100.0 441 200,539 100.0

　宮崎県 8 166,938 99.4 2 175,000 96.2 - - - 5 208,180 103.8

　従業員1～9人 - - - - - - - - - 1 180,000 96.1

　　　　10～29人 1 160,500 96.6 1 160,000 88.5 - - - - - -

　　　　30～99人 5 167,000 99.3 - - - - - - - - -

　　　　100～300人 2 170,000 101.1 1 190,000 104.9 - - - 4 215,225 107.4

　製造業 2 170,250 102.2 1 190,000 104.3 - - - 3 213,333 105.9

　非製造業 6 165,833 97.9 1 160,000 88.1 - - - 2 200,449 100.4

高校卒 専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒

図表26 令和3年度の中途採用(県内) 図表27 令和3年度の中途採用の有無 
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図表 28 令和 3年度の中途採用者の初回支給額 技術系(単純平均) 

 

図表 29 令和 3年度の中途採用者の初回支給額 事務系(単純平均) 

 

(6) 従業員の採用状況 

全国は、「中途採用を行った」が47.6％と最も高く、次いで「採用計画はなし」の46.0％、「新

卒採用を行った」の22.4％となっているのに対し、本県では「採用計画はなし」が48.7％と最も高

く、次いで「中途採用を行った」の48.0％、「新卒採用を行った」の12.7％となっている。 

 

図表 30 従業員の採用状況(全国比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所数
初回支給額

（円）
格差

（％）
事業所数

初回支給額
（円）

格差
（％）

事業所数
初回支給額

（円）
格差

（％）
事業所数

初回支給額
（円）

格差
（％）

　全　国 2,618 212,357 100.0 521 220,156 100.0 180 210,423 100.0 962 238,334 100.0

　宮崎県 95 206,081 97.0 11 210,775 95.7 2 230,750 109.7 8 287,261 120.5

　従業員1～9人 25 213,841 96.5 2 255,000 120.8 - - - - - -

　　　　10～29人 42 205,774 96.1 3 199,000 89.6 - - - 4 316,500 129.7

　　　　30～99人 20 206,170 98.4 3 200,507 90.2 2 230,750 106.0 4 258,022 109.4

　　　　100～300人 8 183,221 88.5 3 203,333 93.5 - - - - - -

　製造業 30 195,213 97.0 3 197,000 95.6 1 188,000 91.8 3 220,696 95.2

　非製造業 65 211,097 94.1 8 215,940 91.7 1 273,500 125.0 5 327,200 133.4

高校卒 専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒

事業所数
初回支給額

（円）
格差

（％）
事業所数

初回支給額
（円）

格差
（％）

事業所数
初回支給額

（円）
格差

（％）
事業所数

初回支給額
（円）

格差
（％）

　全　国 1,128 191,892 100.0 316 207,005 100.0 168 196,379 100.0 805 237,953 100.0

　宮崎県 25 185,524 96.7 3 144,593 69.9 2 146,000 74.3 13 212,252 89.2

　従業員1～9人 - - - - - - 1 120,000 73.7 6 168,305 74.3

　　　　10～29人 9 174,855 93.1 1 160,000 78.5 - - - 2 178,000 76.1

　　　　30～99人 12 187,367 96.2 1 122,780 58.8 - - - 2 327,569 138.6

　　　　100～300人 4 204,000 102.5 1 151,000 72.2 1 172,000 85.7 3 246,104 99.5

　製造業 9 176,037 92.6 1 160,000 78.3 - - - 4 177,293 73.2

　非製造業 16 190,860 98.6 2 136,890 65.4 2 146,000 73.4 9 227,790 97.5

高校卒 専門学校卒 短大卒(含高専) 大学卒
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６６  賃賃金金改改定定ににつついいてて  

(1) 賃金改定の実施状況 

本県の令和 4年 1月 1日から令和 4年 7月 1日までの間に実施した賃金改定の状況は、「引上げ 

た」が 47.4％で、前年度の 39.3％より 8.1ポイント増加し、「今年は実施しない(凍結)」が 16.1％

(前年度 18.3％)、「未定」が 23.1％(前年度 29.6％)となっている。 

 

図表31 賃金改定の実施状況(前年度比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表32 賃金改定の実施状況(業種別比較) 
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業種別でみると、製造業の賃金改定の状況は、「引上げた」が 48.8％、「未定」が 22.5％、「今 

年は実施しない(凍結)」が 16.3％となっている。また、非製造業は、「引上げた」が 46.8％、「未

定」が 23.4％、「今年は実施しない(凍結)」が 16.1％となっている。 

 

 

図表33 賃金改定の実施状況(経営状況別比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営状況別(Ｐ６参照)では、経営状況が『良い』と答えた事業所のうち「引上げた」が 67.2％、 

「７月以降引上げる予定」が 20.7％となっている。また、経営状況が『変わらない』と答えた事

業所では「引上げた」が 50.4％、「今年は実施しない(凍結)」が 12.9％となっており、『悪い』

と答えた事業所では「引上げた」が 33.3％、「今年は実施しない(凍結)」が 27.9％となっている。 

 

(2) 平均昇給額・昇給率(※) 

本県の 205事業所のうち、平均昇給額は、単純平均で 8,735円(前年度 6,939円)、昇給率は、

単純平均で 3.64％(前年度 2.96％)と、前年度より平均昇給額は 1,796 円増加し、平均昇給率

は 0.68 ポイント増加した。 
 

※昇給額＝改定後の賃金額－改定前の賃金額 
昇給率＝昇給額／改定前の賃金額 
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図表34 年度別の平均昇給額・昇給率(過去10年間の推移) 
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   (3) 賃金改定の内容(複数回答) 

賃金改定の内容については、全国、本県ともに「定期昇給」が最も高い(全国 56.3％、本県 46.6％)。

次いで、本県は「基本給の引上げ」が 42.2％、「臨時給与の引上げ」が 18.1％となっている。 

 

図表 35 賃金改定の内容(全国比較) 

 
(4) 賃金改定の決定要素(複数回答) 

        賃金改定の決定要素については、全国、本県ともに「労働力の確保・定着」が最も高い(全国 59.2％、 

本県 64.5％)。次いで、全国は「企業の業績」の 56.4％、「世間相場」の 24.4％となっているのに

対し、本県は「企業の業績」の 53.0％、「労使関係の安定」の 25.1％となっている。 

  

図表 36 賃金改定の決定要素(全国比較) 

 

 

 

「定期昇給」とは 
 

あらかじめ定められた企業の制度

に従って行われる昇給のことで、一

定の時期に毎年増額すること。また、

時期を定めて行っている場合は、能

力、業績評価に基づく査定昇給など

も含む。 
 

「ベースアップ」とは 
 

賃金表の改定により賃金水準を引

き上げること。 
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業種別でみると、製造業では「労働力の確保・定着」が 65.8％と最も高く、次いで「企業の業 

績」が 55.7％となっている。非製造業でも、「労働力の確保・定着」が 64.0％と最も高く、次いで 

「企業の業績」が 51.7％となっている。 

 

図表 37 賃金改定の決定要素(業種別比較) 

 
 

７７  労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてて  

    労働組合が「ある」事業所は 5.5％で、業種別では、製造業が 5.3％、非製造業が 5.6％となって

いる。また、規模別でみると、労働組合がある事業所は、従業員が「１～９人」は 3.7％、「10～29

人」は 4.3％、「30～99人」は 9.5％、「100～300人」は 21.1％で、従業員規模が大きくなるほど、

組織率が高くなる傾向が見られる。 

 

図表 38 労働組合の有無(県内)       図表 39 労働組合の有無(規模別・業種別比較) 
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８８  育育児児・・介介護護休休業業制制度度ににつついいてて  

(1) 雇用形態別の育児休業の取得状況(複数回答) 

全国、本県ともに「正社員の女性」が最も高い(全国28.5％、本県17.2％)。次いで、「正社員

の男性」(全国7.8％、本県7.3％)、「パートタイマーの女性」(全国6.2％、本県4.3％)となって

いる。 

  

 

図表 40 雇用形態別の育児休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 雇用形態別の介護休業の取得状況(複数回答) 

全国は、「正社員の女性」が2.8％と最も高く、次いで「正社員の男性」の2.5％、「パートタ

イマーの女性」の0.9％となっているのに対し、本県では「正社員の男性」が3.8％と最も高く、

次いで「正社員の女性」の2.4％、「パートタイマーの女性」の0.5％となっている。 

 

 

図表 41 雇用形態別の介護休業の取得状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性 女性 男性 女性 男性 女性

　全　国 2.5% 2.8% 0.1% 0.9% 0.2% 0.3%

　宮崎県 3.8% 2.4% - 0.5% - 0.3%

　従業員1～9人 1.8% 1.8% - 0.6% - -

　　　　10～29人 1.6% 0.8% - - - -

　　　　30～99人 8.6% 5.2% - 1.7% - 1.7%

　　　　100～300人 21.1% 10.5% - - - -

　製造業 6.1% 6.1% - 1.7% - 0.9%

　非製造業 2.7% 0.8% - - - -

正社員 パートタイマー その他(嘱託・派遣等)

男性 女性 男性 女性 男性 女性

　全　国 7.8% 28.5% 0.1% 6,2% 0.1% 1.1%

　宮崎県 7.3% 17.2% - 4.3% - 0.3%

　従業員1～9人 4.1% 6.4% - 2.3% - -

　　　　10～29人 3.2% 12.9% - 1.6% - -

　　　　30～99人 17.2% 44.8% - 10.3% - -

　　　　100～300人 31.6% 57.9% - 21.1% - 5.3%

　製造業 5.2% 16.5% - 7.0% - -

　非製造業 8.2% 17.5% - 3.1% - 0.4%

正社員 パートタイマー その他(嘱託・派遣等)
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(3) 育児休業・介護休業を取得した従業員の代替要員(複数回答) 

全国は、「現在の人員で対応した」が61.6％と最も高く、次いで「他の部署の従業員・役員によ

る代替、兼務」の23.5％、「パートタイマー、アルバイトを雇い入れる」の12.8％となっているの

に対し、本県では「現在の人員で対応した」が60.6％と最も高く、次いで「パートタイマー、アル

バイトを雇い入れる」の19.3％、「他の部署の従業員・役員による代替、兼務」の15.6％となって

いる。 

 

図表 42 育児休業・介護休業を取得した従業員の代替要員(全国比較) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 配偶者の出産に伴う出生時育児休業制度(産後パパ育休)への対応(複数回答) 

令和4年施行の改正育児・介護休業法で新たに創設された、配偶者の出産に伴う出生時育児休業

制度(産後パパ育休)への対応について、全国は、「特に実施していない(予定もない)」が45.0％と

最も高く、次いで「対象者の把握に努めている」の24.0％、「就業規則、労使協定など現行制度を

改正する(した)」の22.2％となっているのに対し、本県では「特に実施していない(予定もない)」

が49.9％と最も高く、次いで「就業規則、労使協定など現行制度を改正する(した)」の23.0％、「対

象者の把握に努めている」の20.3％となっている。 

 

図表 43 配偶者の出産に伴う出生時育児休業制度(産後パパ育休)への対応(全国比較) 
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９９  人人材材育育成成とと教教育育訓訓練練ににつついいてて  

(1) 教育訓練の方法(複数回答) 

  全国、本県ともに「必要に応じたＯＪＴの実行」が最も高く(全国50.8％、本県45.2％)、次い

で、「自社内での研修会・勉強会の開催」（全国36.9％、本県35.5％）、「民間の各種セミナー

等への派遣」(全国28.6％、本県28.7％)となっている。 

 

図表 44 教育訓練の方法(全国比較)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育訓練の内容(複数回答) 

全国は、「各種資格の取得」が65.4％と最も高く、次いで「職階(初任者、中堅社員、管理職)

に応じた知識・技能」の50.2％、「新技術開発、新商品開発、研究」の12.1％となっているのに

対し、本県では「各種資格の取得」が80.6％と最も高く、次いで「職階(初任者、中堅社員、管理

職)に応じた知識・技能」の39.9％、「経理、財務」の8.4％となっている。 

 

図表 45 教育訓練の内容(全国比較) 
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９９  人人材材育育成成とと教教育育訓訓練練ににつついいてて  

(1) 教育訓練の方法(複数回答) 

  全国、本県ともに「必要に応じたＯＪＴの実行」が最も高く(全国50.8％、本県45.2％)、次い

で、「自社内での研修会・勉強会の開催」（全国36.9％、本県35.5％）、「民間の各種セミナー

等への派遣」(全国28.6％、本県28.7％)となっている。 

 

図表 44 教育訓練の方法(全国比較)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 教育訓練の内容(複数回答) 

全国は、「各種資格の取得」が65.4％と最も高く、次いで「職階(初任者、中堅社員、管理職)

に応じた知識・技能」の50.2％、「新技術開発、新商品開発、研究」の12.1％となっているのに

対し、本県では「各種資格の取得」が80.6％と最も高く、次いで「職階(初任者、中堅社員、管理

職)に応じた知識・技能」の39.9％、「経理、財務」の8.4％となっている。 

 

図表 45 教育訓練の内容(全国比較) 
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１１００  原原材材料料費費、、人人件件費費アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁ににつついいてて  

(1) 価格転嫁の状況 

全国は、「価格引上げの交渉中」が27.9％と最も高く、次いで「価格引上げ(転嫁)に成功した」

の24.3％、「これから価格引上げの交渉を行う」の15.1％となっているのに対し、本県では「価格

引上げ(転嫁)に成功した」が26.6％と最も高く、次いで「対応未定」の21.5％、「価格引上げの交

渉中」の18.8％となっている。 

 

図表 46 価格転嫁の状況(全国比較)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 価格転嫁の内容(複数回答) 

全国は、「原材料分の転嫁を行った(行う予定)」が 79.9％と最も高く、次いで「利益確保分の転

嫁を行った(行う予定)」の 24.3％、「人件費引上げ分の転嫁を行った(行う予定)」の 23.7％となっ

ているのに対し、本県では「原材料分の転嫁を行った(行う予定)」が 79.2％と最も高く、次いで

「人件費引上げ分の転嫁を行った(行う予定)」の 38.1％、「利益確保分の転嫁を行った(行う予定)」

の 20.3％となっている。 

  

図表 47 価格転嫁の内容(全国比較)  
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(3) １年前からの価格引上げ状況 

全国は、「１０％未満」が 41.4％と最も高く、次いで「１０～３０％未満」の 39.8％、「７０～

１００％未満」の 8.2％となっているのに対し、本県では「１０％未満」が 53.7％と最も高く、次

いで「１０～３０％未満」の 38.9％、「５０～７０％未満」の 2.8％となっている。 

  

図表 48 １年前からの価格引上げ状況(全国比較) 
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設設問問２２））経経営営ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  現現在在のの経経営営状状況況はは１１年年前前とと比比べべてていいかかががでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
 １．良 い ２．変わらない ３．悪 い    

  

②②  現現在在行行っってていいるる主主要要なな事事業業ににつついいてて、、今今後後どどののよよううににししてていいくくおお考考ええでですすかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
 １．強化拡大   ２．現状維持 ３．縮 小    ４．廃 止 ５．その他（          ） 
 
  ③③  現現在在、、経経営営上上どどののよよううななここととがが障障害害ととななっってていいまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに〇〇））  
 １．労働力不足（量の不足） ２．人材不足（質の不足） ３．労働力の過剰  
 ４．人件費の増大 ５．販売不振・受注の減少 ６．製品開発力・販売力の不足  
 ７．同業他社との競争激化 ８．光熱費・原材料・仕入品の高騰 ９．製品価格（販売価格）の下落  
 10．納期・単価等の取引条件の厳しさ 11．金融・資金繰り難 12．環境規制の強化  
 
  ④④  経経営営上上のの強強みみははどどののよよううななととこころろににあありりまますすかか。。（（３３つつ以以内内にに〇〇））  
 １．製品・サービスの独自性 ２．技術力・製品開発力 ３．生産技術・生産管理能力  
 ４．営業力・マーケティング力 ５．製品・サービスの企画力・提案力 ６．製品の品質・精度の高さ  
 ７．顧客への納品・サービスの速さ ８．企業・製品のブランド力 ９．財務体質の強さ・資金調達力  
 10．優秀な仕入先・外注先 11．商品・サービスの質の高さ 12．組織の機動力・柔軟性  
 
 

設設問問３３））従従業業員員のの労労働働時時間間ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  従従業業員員（（パパーートトタタイイママーーななどど短短時時間間労労働働者者をを除除くく））のの週週所所定定労労働働時時間間はは何何時時間間でですすかか（（残残業業時時間間、、休休憩憩時時間間はは除除くく））。。
職職種種やや部部門門にによよっってて異異ななるる場場合合はは、、最最もも多多くくのの従従業業員員にに適適用用さされれてていいるる時時間間ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇）） 

  

１．38 時間以下 ２．38 時間超 40 時間未満 ３．40 時間 ４．40 時間超 44 時間以下  
〔注〕(1) 現在、労働基準法で 40 時間超 44 時間以下が認められているのは、10 人未満の商業･サービス業等の特例事業所のみです。 

   (2) 「所定労働時間」とは、就業規則等に定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間です。  

  

②②  令令和和３３年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの月月平平均均残残業業時時間間（（時時間間外外労労働働・・休休日日労労働働））ををごご記記入入くくだだささいい。。（（小小数数点点以以下下四四捨捨五五入入））  

      従業員 1 人当たり 月月平平均均残残業業時時間間  １．       時間   ２．な し  
 
 
設設問問４４））従従業業員員のの有有給給休休暇暇ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和３３年年のの従従業業員員１１人人当当たたりりのの年年次次有有給給休休暇暇のの平平均均付付与与日日数数※※・・取取得得日日数数ををごご記記入入くくだだささいい。。  

（（※※付付与与日日数数はは前前年年かかららのの繰繰越越分分をを除除きき、、当当年年にに取取得得可可能能ととししてて付付与与ししたた日日数数。。小小数数点点以以下下、、四四捨捨五五入入））  

   従業員１人当たり 平平均均付付与与日日数数                  日日  従業員１人当たり 平平均均取取得得日日数数              日日  

    

 

設設問問５５））従従業業員員のの採採用用ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和３３年年度度にに従従業業員員のの採採用用計計画画をを行行いいままししたたかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  
 
 １．新卒採用を行った     ２．中途採用を行った     ３．採用計画はなし    

 
※①で１．または２．に○をした事業所は②の質問に、２．に○をした事業所は③の質問にもお答えください。  

        

②②  採採用用ににつついいててごご記記入入くくだだささいい。。  
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技術系中途  

人  

人  

人  

人  

   , 

，  
 円  

円  大
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技術系新卒  

技術系中途   

人  

人  

人  

人  

   , 

， 

 円  

円  

事務系新卒  
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〔〔注注〕〕((11))  令令和和４４年年６６月月のの１１ヵヵ月月間間にに支支給給ししたた１１人人当当たたりり平平均均初初任任給給額額はは通通勤勤手手当当をを除除いいたた所所定定内内賃賃金金総総額額（（税税込込額額））ををごご記記入入くくだだささいい。。  

      ((22))  専専門門学学校校卒卒はは、、高高校校卒卒業業をを入入学学のの資資格格ととししたた専専修修学学校校専専門門課課程程（（２２年年制制以以上上））をを卒卒業業ししたた者者をを対対象象ととししててくくだだささいい。。  

      ((33))  技技術術系系ととししてて採採用用ししたた者者以以外外ははすすべべてて事事務務系系ににごご記記入入くくだだささいい。。  

  

③③  中中途途採採用用をを行行っったた従従業業員員のの年年齢齢層層ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  
 
  １．２５歳以下  ２．２５～３４歳  ３．３５～４４歳  ４．４５～５５歳  ５．５６～５９歳  ６．６０歳以上 

 

 

 



設設問問６６））育育児児・・介介護護休休業業制制度度ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  貴貴事事業業所所でではは過過去去もも含含めめてて育育児児休休業業又又はは介介護護休休業業をを取取得得ししたた従従業業員員ががいいまますすかか。。育育児児休休業業、、介介護護休休業業をを取取得得ししたた   

従従業業員員のの雇雇用用形形態態・・性性別別ををおお答答ええくくだだささいい。。（（11～～2211 のの該該当当すするるすすべべててにに○○））  

育児休業  介護休業  

雇用形態・性別 雇用形態・性別 

正社員  ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 派遣 嘱託・契

約社員  

その他  正社員  ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 派遣 嘱託・契

約社員  

その他 

1男 2女 3男 4女 5男 6女 7 男 8 女 9 男 10 女 11男  12女 13男  14女 15男 16女 17男  18女 19男 20女 

21 育児介護休業を取得した従業員はいない 

  

②②    育育児児休休業業、、介介護護休休業業をを取取得得ししたた従従業業員員のの代代替替要要員員ににつついいてて、、どどののよよううにに対対応応ししままししたたかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．他の部署の従業員・役員による代替、兼務  ２．関連会社からの人員応援   ３．派遣の活用 

４．ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄを雇い入れる       ５．正規従業員を採用       ６．現在の人員で対応した 

７．その他（          ） 

 

③③  令令和和４４年年施施行行のの改改正正育育児児・・介介護護休休業業法法でで新新たたにに創創設設さされれたた、、配配偶偶者者のの出出産産にに伴伴うう出出生生時時育育児児休休業業制制度度いいわわゆゆるる「「産産  

後後パパパパ育育休休」」ににつついいてて、、対対象象者者にに対対ししどどののよよううなな対対応応をを行行いいまますすかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））   

  

 

 

  

 

 

設設問問７７））人人材材育育成成とと教教育育訓訓練練ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

①①  貴貴事事業業所所でではは人人材材育育成成ののたためめにに従従業業員員にに対対ししどどののよよううなな方方法法でで教教育育訓訓練練をを行行っってていいまますすかか（（方方法法ははオオンンラライインン、、

ｅｅ--ララーーニニンンググをを含含むむ））。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．必要に応じたＯＪＴ※の実行       ２．公共職業訓練機関への派遣  

３．専修（専門）、各種学校への派遣    ４．協同組合の共同研修への派遣   

 ５．商工会議所・商工会の研修への派遣    ６．中小企業団体中央会の研修への派遣 

７．中小企業大学校への派遣           ８．親会社・取引先の共同研修への派遣 

９．民間の各種セミナー等への派遣        10．通信教育の受講         11．自社内での研修会・勉強会の開催 

12. その他（            ）   13. 特に実施していない 

※ＯＪＴ: 通常の業務を通じて上司や先輩従業員により行われる教育訓練 

 

②②  貴貴事事業業所所がが付付加加価価値値やや生生産産性性をを高高めめるるたためめにに行行うう教教育育訓訓練練、、研研修修のの内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべてて   

にに○○））  

  １．職階（初任者、中堅社員、管理職）に応じた知識・技能   ２．経理、財務     ３．法律 

 ４．各種資格の取得         ５．アプリ開発、システム開発     ６．プログラミング   

７．新技術開発、新商品開発、研究  ８．語学、コミュニケーション能力  ９．その他（                 ） 

  

設設問問８８））原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。  

①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる貴貴事事業業所所のの販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．価格引上げ（転嫁）に成功した   ２．価格引上げの交渉中 ３．これから引上げの交渉を行う   

４．価格を引き下げた（またはその予定）５．対○未定      ６．○○として価格変動の影響を受けない 

７．その他（            ）   

 
 
 

※①で１．２．３．に○をした事業所は②の質問に、１．に○をした事業所は③の質問にもお答えください。  
  

②②  原原材材料料、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．原材料上昇分賃金アップ分利益分に対する転嫁をする  ２．原材料上昇分の転嫁○あり、賃上げや利益○○は

含 まれていない    ３．原材料上昇分は転嫁できず賃上げ分の引上げを行った   

４．その他（            ）  

  

③③  一一年年前前とと比比べべててどどのの程程度度のの価価格格転転嫁嫁ががででききままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．～１０％以下   ２．１０～３０％以下 ３．３０～５０％以上   

４．５０～９０％以下 ５．９０～１８０％  ６．１００％以上  

１．対象者の把握に努めている            ２．対象者に制度の説明と取得勧奨をしている 

３．就業規則、労使協定など現行制度を改正する（した） ４．説明会、掲示等で社内全体へ制度を周知する（した） 

５．取得促進のために手当を支給する          ６．その他（                 ） 

７．制度の内容が分からない             ８．特に実施していない（予定もない） 

１．価格引上げ（転嫁）に成功した     ２．価格引上げの交渉中   ３．これから価格引上げの交渉を行う   

４．価格を引き下げた（またはその予定） ５．転嫁はしていない（価格変動の影響はない） 

６．転嫁はできなかった         ７．対応未定        ８．その他（           ） 

１．原材料分の転嫁を行った（行う予定）     ２．人件費引上げ分の転嫁を行った（行う予定） 

３．利益確保分の転嫁を行った（行う予定）   ４．その他（              ）  

 

１．１０％未満         ２．１０～３０％未満      ３．３０～５０％未満   

４．５０～７０％未満       ５．７０～１００％未満      ６．１００％以上 

 

設設問問６６））育育児児・・介介護護休休業業制制度度ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

  ①①  貴貴事事業業所所でではは過過去去もも含含めめてて育育児児休休業業又又はは介介護護休休業業をを取取得得ししたた従従業業員員ががいいまますすかか。。育育児児休休業業、、介介護護休休業業をを取取得得ししたた   

従従業業員員のの雇雇用用形形態態・・性性別別ををおお答答ええくくだだささいい。。（（11～～2211 のの該該当当すするるすすべべててにに○○））  

育児休業  介護休業  

雇用形態・性別 雇用形態・性別 

正社員  ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 派遣 嘱託・契

約社員  

その他  正社員  ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ 派遣 嘱託・契

約社員  

その他 

1男 2女 3男 4女 5男 6女 7 男 8 女 9 男 10 女 11男  12女 13男  14女 15男 16女 17男  18女 19男 20女 

21 育児介護休業を取得した従業員はいない 

  

②②    育育児児休休業業、、介介護護休休業業をを取取得得ししたた従従業業員員のの代代替替要要員員ににつついいてて、、どどののよよううにに対対応応ししままししたたかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．他の部署の従業員・役員による代替、兼務  ２．関連会社からの人員応援   ３．派遣の活用 

４．ﾊﾟｰﾄﾀｲﾏｰ、ｱﾙﾊﾞｲﾄを雇い入れる       ５．正規従業員を採用       ６．現在の人員で対応した 

７．その他（          ） 

 

③③  令令和和４４年年施施行行のの改改正正育育児児・・介介護護休休業業法法でで新新たたにに創創設設さされれたた、、配配偶偶者者のの出出産産にに伴伴うう出出生生時時育育児児休休業業制制度度いいわわゆゆるる「「産産  

後後パパパパ育育休休」」ににつついいてて、、対対象象者者にに対対ししどどののよよううなな対対応応をを行行いいまますすかか。。（（該該当当すするるすすべべててにに〇〇））   

  

 

 

  

 

 

設設問問７７））人人材材育育成成とと教教育育訓訓練練ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  

①①  貴貴事事業業所所でではは人人材材育育成成ののたためめにに従従業業員員にに対対ししどどののよよううなな方方法法でで教教育育訓訓練練をを行行っってていいまますすかか（（方方法法ははオオンンラライインン、、

ｅｅ--ララーーニニンンググをを含含むむ））。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．必要に応じたＯＪＴ※の実行       ２．公共職業訓練機関への派遣  

３．専修（専門）、各種学校への派遣    ４．協同組合の共同研修への派遣   

 ５．商工会議所・商工会の研修への派遣    ６．中小企業団体中央会の研修への派遣 

７．中小企業大学校への派遣           ８．親会社・取引先の共同研修への派遣 

９．民間の各種セミナー等への派遣        10．通信教育の受講         11．自社内での研修会・勉強会の開催 

12. その他（            ）   13. 特に実施していない 

※ＯＪＴ: 通常の業務を通じて上司や先輩従業員により行われる教育訓練 

 

②②  貴貴事事業業所所がが付付加加価価値値やや生生産産性性をを高高めめるるたためめにに行行うう教教育育訓訓練練、、研研修修のの内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべてて   

にに○○））  

  １．職階（初任者、中堅社員、管理職）に応じた知識・技能   ２．経理、財務     ３．法律 

 ４．各種資格の取得         ５．アプリ開発、システム開発     ６．プログラミング   

７．新技術開発、新商品開発、研究  ８．語学、コミュニケーション能力  ９．その他（                 ） 

  

設設問問８８））原原材材料料費費、、人人件件費費（（賃賃金金等等））アアッッププ等等にに対対すするる販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。  

①①  原原材材料料費費、、人人件件費費等等のの増増加加にによよるる貴貴事事業業所所のの販販売売・・受受注注価価格格へへのの転転嫁嫁状状況況ををおお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．価格引上げ（転嫁）に成功した   ２．価格引上げの交渉中 ３．これから引上げの交渉を行う   

４．価格を引き下げた（またはその予定）５．対○未定      ６．○○として価格変動の影響を受けない 

７．その他（            ）   

 
 
 

※①で１．２．３．に○をした事業所は②の質問に、１．に○をした事業所は③の質問にもお答えください。  
  

②②  原原材材料料、、人人件件費費、、利利益益をを含含めめたた販販売売価価格格へへのの転転嫁嫁のの内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．原材料上昇分賃金アップ分利益分に対する転嫁をする  ２．原材料上昇分の転嫁○あり、賃上げや利益○○は

含 まれていない    ３．原材料上昇分は転嫁できず賃上げ分の引上げを行った   

４．その他（            ）  

  

③③  一一年年前前とと比比べべててどどのの程程度度のの価価格格転転嫁嫁ががででききままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  

１．～１０％以下   ２．１０～３０％以下 ３．３０～５０％以上   

４．５０～９０％以下 ５．９０～１８０％  ６．１００％以上  

１．対象者の把握に努めている            ２．対象者に制度の説明と取得勧奨をしている 

３．就業規則、労使協定など現行制度を改正する（した） ４．説明会、掲示等で社内全体へ制度を周知する（した） 

５．取得促進のために手当を支給する          ６．その他（                 ） 

７．制度の内容が分からない             ８．特に実施していない（予定もない） 

１．価格引上げ（転嫁）に成功した     ２．価格引上げの交渉中   ３．これから価格引上げの交渉を行う   

４．価格を引き下げた（またはその予定） ５．転嫁はしていない（価格変動の影響はない） 

６．転嫁はできなかった         ７．対応未定        ８．その他（           ） 

１．原材料分の転嫁を行った（行う予定）     ２．人件費引上げ分の転嫁を行った（行う予定） 

３．利益確保分の転嫁を行った（行う予定）   ４．その他（              ）  

 

１．１０％未満         ２．１０～３０％未満      ３．３０～５０％未満   

４．５０～７０％未満       ５．７０～１００％未満      ６．１００％以上 

 



設設問問９９））賃賃金金改改定定ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。  
  ①①  令令和和４４年年１１月月１１日日かからら令令和和４４年年７７月月１１日日ままででのの間間ににどどののよよううなな賃賃金金改改定定をを実実施施ししままししたたかか。。（（１１つつだだけけにに〇〇））  
 
１．引上げた ２．引下げた ３．今年は実施しない（凍結）  
４．７月以降引上げる予定 ５．７月以降引下げる予定  ６．未 定  

※①で１．２．３．に○をした事業所は下記①－１の質問にもお答えください。 

※①で１．または４．に○をした事業所及び、臨時給与を引上げた（７月以降引上げ予定）事業所は②・③の質問にも

お答えください。 

       
①①  －－１１  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・引引下下げげたた・・凍凍結結））をを実実施施ししたた対対象象者者のの総総数数とと従従業業員員１１人人当当たたりり平平均均のの改改定定前前・・改改定定後後

所所定定内内賃賃金金（（通通勤勤手手当当をを除除くく））及及びび平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額ををごご記記入入くくだだささいい。。  
※※ごご記記入入のの際際はは下下記記のの〔〔注注〕〕ををごご参参考考くくだだささいい。。ななおお、、ププララスス・・ママイイナナススのの記記号号はは不不要要でですす。。  

 

対象者総数 

従 業 員 １ 人 当 た り（月額）  
改定前の平均所定内賃金

（Ａ） 
改定後の平均所定内賃金

（Ｂ） 
平均引上げ・引下げ額

（Ｃ）  
 
 

 
 

 
 

 
人  

 
 

 
 

  
 

 

，  
 
 

 
 

 
円  

 
 

  
 

  
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 
 

 
 

 
 

 
，  

 
 

 
 

 
円  

 

〔〔注注〕〕((11))  「「改改定定前前のの平平均均所所定定内内賃賃金金（（ＡＡ））」」「「改改定定後後のの平平均均所所定定内内賃賃金金（（ＢＢ））」」「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」のの関関係係はは次次   

ののととおおりりでですす。。  
            ・・「「１１．．引引上上げげたた」」事事業業所所はは、、「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」ははププララスス額額ににななりりまますす。。   
            ・・「「２２．．引引下下げげたた」」事事業業所所はは、、「「平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））」」ははママイイナナスス額額ににななりりまますす。。   
            ・・「「３３．．今今年年はは実実施施ししなないい（（凍凍結結））」」事事業業所所はは、、 ((ＢＢ))－－((ＡＡ))がが同同額額ににななりりまますすののでで、、｢｢平平均均引引上上げげ・・引引下下げげ額額（（ＣＣ））｣｣  

はは｢｢００｣｣ににななりりまますす。。  
          ((22))  対対象象者者総総数数はは、、賃賃金金改改定定対対象象者者でで、、賃賃金金のの改改定定前前、、改改定定後後とともも在在職職ししてていいるる者者でですす（（１１ペペーージジ目目のの設設問問１１のの「「従従業業   

員員数数」」ととはは必必ずずししもも一一致致ししななくくててもも結結構構でですす））。。  
          ((33))  パパーートトタタイイママーー、、アアルルババイイトト、、役役員員、、家家族族、、嘱嘱託託、、病病欠欠者者、、休休職職者者ななどどはは除除いいててくくだだささいい。。  
          ((44))  臨臨時時給給与与にによよりり賃賃金金改改定定ししたた場場合合はは、、上上記記賃賃金金にに含含めめるる必必要要ははあありりまませせんん。。   
          ((55))  「「所所定定内内賃賃金金」」ににつついいててはは、、下下表表をを参参考考ににししててくくだだささいい。。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ②②  賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの具具体体的的内内容容ををおお答答ええくくだだささいい。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．定期昇給   ２．ベースアップ   ３．基本給の引上げ（定期昇給制度のない事業所）  

４．諸手当の改定 ５．臨時給与（夏季・年末賞与など）の引上げ  
〔注〕(1)「定期昇給」とは、あらかじめ定められた企業の制度に従って行われる昇給のことで、一定の時期に毎年増額すること  

をいいます。また、毎年時期を定めて行っている場合は、能力、業績評価に基づく査定昇給なども含みます。  

      (2)「ベースアップ」とは、賃金表の改定により賃金水準を引上げることをいいます。  

 
  ③③  貴貴事事業業所所でではは、、今今年年のの賃賃金金改改定定（（引引上上げげたた・・７７月月以以降降引引上上げげるる予予定定））のの決決定定のの際際にに、、どどののよよううなな要要素素をを重重視視ししままししたた  

かか。。（（該該当当すするるすすべべててにに○○））  

１．企業の業績   ２．世間相場  ３．労働力の確保・定着  ４．物価の動向   ５．労使関係の安定  

６．親会社又は関連会社の改定の動向 ７．前年度の改定実績 ８．賃上げムード ９．燃料費の動向  
10．重視した要素はない 11．その他（                ）  

  

  

設設問問１１００））労労働働組組合合のの有有無無ににつついいてておお答答ええくくだだささいい。。（（１１つつだだけけにに○○））  

        １．あ る          ２．な い 

  

◎◎おお忙忙ししいいととこころろごご協協力力あありりががととううごござざいいままししたた。。記記入入ももれれががなないいかかももうう一一度度おお確確かかめめののううええ、、７７月月１１９９日日ままででににごご返返送送  

くくだだささいい。。  

所所定定内内賃賃金金  

（固定部分）基本給（年齢給、職能給、職務給、勤続給）、役付手当、 

      技能手当、特殊勤務手当、家族手当、住宅手当、食事手当など  定期給与  

現金給与総額
 

所定外賃金（超過勤務手当、休日出勤手当、宿直手当、深夜勤手当など）  
 

臨時給与（夏季・年末賞与など） 

（変動部分）精勤手当、生産手当、能率手当など  

賃賃金金分分類類表表  

  






